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障害者自立支援法に関する緊急要望書
　日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、障害者自立支援法が１０月より完全実施されました。今年４月からの定率（応益）負担制度の実施では、大幅な負担増によって多くの障害者がサービス利用を抑制あるいは断念するといった、あってはならない問題が全国的にうまれています。障害程度区分認定・支給決定では、実態に合わない認定の問題とともに、事務作業の大幅な遅れから、いまだ支給決定できない自治体もあります。新事業体系への移行では、報酬単価の引き下げ・日割り単価への変更などによって、事業移行を躊躇する事業者が多く、先行きの不安を募らせています。こうした深刻な実態が日に日に明らかになり、実施されたばかりとはいえ、その問題の深刻さゆえに、法・制度の抜本的な改善が求められています。
　同封した資料は、私どもの団体も協力し実施された、ＮＰＯ法人大阪障害者センター・障害者生活支援システム研究会の「障害者自立支援法のサービス利用に関する影響調査」結果（１０月６日記者発表－詳細はホームページを参照http://shogaisha.jp/szk/）です。この調査では、「定率（応益）負担」の導入に伴い月２万円～３万円の負担増、中には５万円、１０万円の増額という人も少なくない実態が明らかになり、しかも障害が重くサービス利用を必要としている人・低所得者ほど負担が重くなるという制度の逆進性の問題もあらためて浮き彫りになりました。こうした現状を放置することは、障害者の自立支援どころか、自立を大きく阻害しかねない深刻な問題をつくりだすことは間違いありません。
　つきましては、以下のことを早急にご検討いただき、必要な措置を講じて頂くよう心からお願い致します。
記
１．福祉・医療サービスの利用に対する「定率（応益）負担」は中止してください。
２．とりわけ、住民税非課税世帯からの利用料徴収は早急に中止してください。
３．施設利用者に対する食費・医療費・水光熱費等の全額自己負担は中止してください。
４．国会において、障害者自立支援法に関する集中審議をおこなってください。また、参考人招致・公聴会等を開催し、施行後の実態を把握するとともに、必要な改善策を講じてください。

